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1、目的

　本規定は環境マネジメントシステムが正しく運用・管理されるために環境マネジメントシステムに関する文書の制・改・廃及び基本的な維持管理について規定する。

2、文書類

環境マネジメントシステム文書は下記の通りとする。

1）基本文書

　①環境方針

　②環境目標

　③環境活動計画

　④環境関連法規の取り纏め

　⑤実施体制

　⑥緊急事態の想定結果及びその対応策

　2）規格、手順書
　　環境マネジメントシステムを運用管理する上で必要な規格、手順書など。
　3）記録

　　環境記録は環境マネジメントシステムの規定事項の達成及びシステム運用の立証、

環境活動で発生する結果を記録したもので以下のものがある。

　　①「環境への負荷の自己チェック」の結果

　　②「環境への取組の自己チェック」の結果

　　③環境関連法規の遵守状況のチェック結果

　　④外部からの苦情等の受付結果

　　⑤環境上の緊急事態の訓練結果

　　⑥環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況、その結果

　　⑦環境推進責任者会議議事録（問題点の是正処置及び予防処置の結果）
　　⑧代表者による全体の取組状況の評価及び見直し結果

　4）環境活動レポート

　　環境活動レポートは次の事項を盛り込む。

　　①環境方針

　　②環境目標とその実績

　　③主要な環境活動計画の内容

　　④環境活動の取組結果の評価

　　⑤環境関連法規への違反、訴訟等の有無

3、文書管理

　環境マネジメントシステムが正しく運用・管理される為に、次の項目を満足するように環境マネジメントシステム文書の管理手順を確立し維持する。
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1）文書は作成者、作成（改定）年月日を記載し環境管理責任者に届ける。

　2）環境管理責任者は環境管理委員会に諮り、内容が適切な場合は管理番号を付与する。

　　修整が必要な場合は修整後に番号を付与する。

3）環境管理責任者は管理台帳に文書名、配布先を明記し必要部署に各1部配布する。

　4）配布先の代表者、環境管理委員、環境推進責任者は責任を持って文書の保管を行う。

　5）改定、廃止についても同じ手順で行い、配布先は責任を持って旧文書を破棄する。

　　ただし情報保存の目的で旧文書を保管する場合は旧文書であることが判るように識別する。

　6）保管期限が決められている文書類は保管期限を厳守し、保管期限が過ぎたものは廃棄する。　







